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・原生省囲蜘醐張，

（別紙2）

茨城　県　衛生部　長　殿

薬局等の許可等に関する轍こついて

平成10年12ノ弓28日薬第14PO号をもうで辟会が卒った観＝ついて、下記
のとおり回答する。．．

記

1∴薬剤師の員数の解釈について

「薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令（昭和39年厚生省令第3
号）」第1条に定める薬局の薬剤師の鼻糊脚とついてIよ今後以下のとお
り取り政われたしヽ

・常勤薬剤師（原則として薬局で定め嘩棟規則に基づく対鱒の勤務時間（以
下r薬局で恵める勤務時間」という∴）の全てを勤務する者である机1週掛

の薬局で定める勤務時間が32時間未満の場合は32時間以上勤務している

者を常勤とする）を1とする。

・非常勤薬制御もその勤掛寺間を1週間の雫局で定める勤務時間により除した

数とする。ただし・1遇間の薬局で定める勤務時間が32時間未満と窄められ
ている場合lも∴換算する分母は32時間とする。

なお、唱翻こおけ早薬剤師による簡職制癌について」（平

成10年12月2日付蜘知）により通知したとおり、薬局等の開局中
又煉開店中は少なくとも1名の薬剤師零細して医薬品を販売することが必要
であるので併せて留意されたしヽ

また「般販売集の鼻軌こついてlも卓見のとおりである。

2．酌可申請書への珊＝ついて

許可申準書の備考欄に記載することは差し支えなしヽまた、現時点においては当

率記載事項の変更は薬事法第10条l瑚掟する届坤の対象とはならなし1帆今後必

重な規則の改正を行う予定で締。

各都道府県菜務主管課担当宮　殿
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厚生省医薬安全鳥企画課（医薬分業担当）

∴薬局薬剤師の員数の算出方法たっいて（例示）・

楳掛＝ついて鱒←先般・丁雫局等の許可等に関する凝着について1（平鹿11年2月

■16日医薬企第17号）において示した七七ろですが・これまでの各都道府県からの照
会を踏まえ今好下記のとおり事例を示し宇したのでご参照ください．．

（例1）1日平均処方せん取扱枚数45敬二歯局時間畢50時圃・規印、8嘩－18

時）、就業規鮒二軍中る薬剤師の勤務時間4¢帝同の薬局わいて、：薬剤師A

は適40時圃勤務」細臥CLDは週20席間勤藤の場合，
（鼻軌算定）

点数沓劉こよる必要な薬剤師の員数は2である．・算定式によも負数は、A・が

常勤で員数1、■B・C、Dの早数はそれぞれ・2両0≠▲0，5七な、．軋合計2．5とな
る。また、勤務状態を見ると
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となって即・．．卿局中少なく．とも1人嘲印馳和埴されているのでミ総じて
員数の基準を満たすと判断される．

（例2）例十の畢刷＝ついて、・勤務状鱒哩下申墳乱
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16時から18時の間は薬剤師が不在となるので、風致基準を満たさない．



（例3）・1日平均処方せん取扱枚数85枚、開局時間週70時間（過7臥10時～2

0時）、寄集規則に定める薬剤師の勤務時間30時間の薬局に丸、て、薬剤師A

は週40時乱撃剤師Bは週30時臥薬剤師Cは削5億臥薬剤師Dは選2
0時臥薬剤師Eは週22時間勤務する場合．

（衰勢算定）

点数省知こよる必要な薬剤師ゐ且軌ま3である。算定式による員数について、

まず」就華規則に定める薬剤師の勤務時間が3－2時掃未満なので換算する分母

l如・2時間とする．′Aは常勤や員数1、非恵動B・～■∈あ点数の合計は．3個室＋

15／32十20伯2＋22伯2＝2・71川となる．・・んたがって全点の合印ま3．7（3．71…の

小勢点第2位を切サ捨てる）となる。また－勤務状態を見ると
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と．な？ており・閑島中少なく皐も1人や蕪村師が由置されているので、総じて
員数血塞孝志満たすと判断される．

（例4日自平均処方寧ん取扱枚数3：5枚ご瀾局時間遭50席間■（那●日、引専一18

時）・談義規則に革め．る卿師の勤務時間35時間の薬局について、雇用して

LJ卓薬剤師l手1人（薬剤師A）で週40時間勤琴の串良な払この薬剤師は
1月の号与1・・4憶Jl・’6滴佃は所由仁よ■り勤務し血豆のこと．

（員数算定）

員数省令による必要な薬剤師め員数は1せある。算定惑こ慶一る点数では、当

該薬剤師は35時間を塩える垣間勤務しているイ40時廟）血で員数1となる

が、、瀾局中少なくと．も1人の薬剤師が配置されているという轟件を満たさない
ので、員数基準を満たさないi
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個5日月平均処方せん取扱枚数140枚、開局時間遇50時僻く週5日、8時～1

8時）・就業規則に定める薬剤師の勤務時間40時間の薬局について、薬剤師

Aは遇40時間勤務卜薬剤師B－Kの10人は過■10席間勤務の場合。
（長靴算定）

員数省割＝よる必要な薬対称の員数は4である。算定式による鼻勤ま、Aが

常勤額削、・8－Kの員数はそれぞれ10旭軸25となり、合計3．5である
ため員数の競走を滞たさない．

ちなみに勤務状態は以下のようであり・雇用している薬剤師数は多いがこ規
定した員数は満たしていない」
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